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２２ 認知症介護研修の研修体系

認知症介護基礎研修(H28～）
（岡山県社会福祉協議会、岡山市ふれあい公社に委託）

※実践者研修の受講要件ではない。
※医療･福祉関係の資格がない介護職員の受
講が義務づけられる見込。（R3.4～（3年
間の経過措置有））

認知症対応型サービス 認知症介護実践研修（実践者研修）
事業開設者研修 （指定法人である県社協、岡山市ふれあい公社、県老健協が実施）

（県社協に委託）

小規模多機能型サービス等 認知症対応型サービス事業
計画作成担当者研修 管理者研修

（県社協に委託） （県社協に委託）

認知症介護実践研修（実践リーダー研修）
（指定法人である県老健協、岡山市ふれあい公社が実施）

・指定認知症対応型共同生活介護事業所がショートステイを
行う場合、実践リーダー研修修了者を配置する必要あり

・平成21年度から認知症専門ケア加算創設（3～4単位／日）
※実践リーダー研修修了者の配置が必要

【研修内容等】

研　修　名 対象者
開催時期

(Ｒ２開催状況）
備　　考

認知症介護基礎研修
介護保険施設及び事業所の介護
職員(初任者）

６回／年
委託法人（岡山県社会福祉協
議会、岡山市ふれあい公社）
へ直接申込

認知症介護実践研修(実践者研修）
介護保険施設及び事業所の介護
職員で実務経験２年以上

６回／年
６月～３月の間で開催

指定法人である岡山県社会福
祉協議会、岡山県老人保健施
設協会及び岡山市ふれあい公
社へ直接申込

認知症対応型サービス事業開設者
研修

指定認知症対応型生活介護事業
所、指定小規模多機能型居宅介
護事業所、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所の代表者

１回／年
９月

小規模多機能型サービス等計画作
成担当者研修

認知症介護実践者研修を修了し
た、指定小規模多機能型居宅介
護事業所、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所の計画作成
担当者

１回／年
１０月

認知症対応型サービス事業管理者
研修

認知症介護実践者研修を修了し
た、指定認知症対応型通所介護
事業所、指定小規模多機能型居
宅介護事業所、指定認知症対応
型共同生活介護事業所、指定看
護小規模多機能型居宅介護事業
所の管理者

３回／年
９月、１１月、２月

認知症介護実践研修(実践リー
ダー研修）

実務経験５年以上かつ、認知症
介護実践研修を修了して１年以
上経過した介護保険施設及び事
業所の介護職員で、ケアチーム
のリーダーとなる者

１回／年
９月～２月の間で開催

指定法人である岡山県老人保
健施設協会及び岡山市ふれあ
い公社へ直接申込

（岡山市）
岡山市保健福祉局高齢福祉部
事業者指導課へ申込

（岡山市以外）
岡山県保健福祉部長寿社会課
へ市町村推薦による申込
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◎令和３年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html

◎介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

◎介護現場における感染対策の手引き第２版
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678253.pdf

◎介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイド
ライン
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704782.pdf

◎介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

◎介護現場におけるハラスメント対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html

◎介護サービス関係Ｑ＆Ａ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html

○介護保険制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

○社会保障審議会 (介護保険部会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126734.html

○社会保障審議会（介護給付費分科会）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.htmll

○全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_129155.html

○介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00013.html

○福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取組指針
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0422-2.html

○認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

○自らが望む人生の最終段階における医療・ケア
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf

○身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関する
ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000516181.pdf
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　*申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）へ提出してください。

担当課 所在地
電話番号
FAX番号

管轄する市町村等

備前県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

　〒703-8278

　岡山市中区古京町１-１-１７

電話 086-272-3915
FAX　086-272-2660

玉野市、備前市、瀬戸内市、
赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

　〒710-8530

　倉敷市羽島１０８３
電話 086-434-7054
FAX　086-427-5304

総社市、早島町、笠岡市、井原市、
高梁市、浅口市、里庄町、矢掛町

美作県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者班

　〒708-0051

　津山市椿高下１１４
電話 0868-23-1291
FAX　0868-23-2346

津山市、真庭市、美作市、新庄村、
鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

県庁保健福祉部
保健福祉課 指導監査室

　〒700-8570

　岡山市北区内山下２－４－６
電話 086-226-7917
FAX　086-226-7919

　２４　疑義照会等

県民局等担当課一覧

　 平成２１年３月の県が実施した集団指導以降におきましては、介護施設・事業所からの疑義

照会・質問等の窓口は、担当する各県民局（下記一覧参照）に一元化しています。

　 今回の集団指導の内容に限らず、全ての疑義照会・質問等は、｢質問票｣（次ページ掲載）に

より、ＦＡＸにて担当の県民局へ送信してください。

　 なお、電話での照会等には原則として回答できませんので、ご了承願います。

　 また、併せて、各施設・事業所におかれましては、今回の集団指導に出席されていない管理

者・従業者の方々にも、その旨伝達・徹底されますようお願いします。

■疑義照会（質問）について

2
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令和 年 月 日

施 設 名
事業所名

サービス
種　　別

事業所
番　号 ３ ３

所 在 地 番地等

電話番号 FAX番号

担当者名 (氏名)

【質　問】

【回　答】

※　ご質問がある場合は、この質問票により、必ずＦＡＸにてお問い合わせください。

※　宛先（FAX送信先）は、県民局担当課一覧をご覧ください。

質　　問　　票

(職名)

市町村名
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メールアドレス登録票 

 

送付先 FAX番号 ０８６－２２６－７９１９ 

岡山県 保健福祉部 保健福祉課 指導監査室 行 

 

 県からの通知、お知らせ等をメールで行う場合がありますので、メールアドレス

を当用紙にてご連絡ください。 

 

※原則として、事業所のメールアドレスを登録するようにしてください。 

※変更があった場合は、随時ご連絡ください。 

※登録アドレスは、事業所情報として、庁内で共有する場合がありますので、

ご了承ください。 

 

                                       記入日     年  月  日 

サービス種類  

事業所名 

（事業所番号） 
 

メールアドレス 

 

 

 

 

（正確に記載ください。アンダーバー（＿）とハイフン（－）、数字のゼロ（０）とア

ルファベットのオー（Ｏ）など、紛らわしいものにはふりがなをお願いします。） 

記入者 

  職 名 

  氏 名 

  電 話 
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